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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月6日(2009.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　瘢痕化が軽減された創傷治癒の加速を促進するための薬物の製造における、式：Ｘ1－
Ｘ2－Ｘ3－Ｔｈｒ－Ｘ4－Ｌｙｓ－Ｘ5－Ａｒｇ－Ｘ6（配列番号１）
（式中、Ｘ1はＡｌａまたはＧｌｙであり、
Ｘ2はＴｙｒまたはＰｈｅであり、
Ｘ3、Ｘ4、およびＸ5は、独立して、Ｍｅｔ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、およびＶａｌからなる群
から選択され、
Ｘ6は、Ａｓｐ、Ｇｌｎ、およびＧｌｕからなる群から選択される）のペプチドまたはそ
の誘導体の使用。
【請求項２】
　前記ペプチドが、アミノ酸残基Ａｌａ－Ｔｙｒ－Ｍｅｔ－Ｔｈｒ－Ｍｅｔ－Ｌｙｓ－Ｉ
ｌｅ－Ａｒｇ－Ａｓｎ（配列番号２）を含む、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記薬物が、創傷が形成される部位への投与を目的とする、請求項１または請求項２に
記載の使用。
【請求項４】
　前記薬物が、既存の創傷への投与を目的とする、請求項１または請求項２に記載の使用
。
【請求項５】
　前記薬物が、１ｎｇ／１００μｌ～１μｇ／１００μｌの濃度のペプチドを含む、請求
項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項６】
　前記薬物が局所投与を目的とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　前記薬物が局所注射を目的とする、請求項６に記載の使用。
【請求項８】
　前記薬物が皮膚創傷への投与を目的とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の使用
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【請求項９】
　前記薬物が外科的創傷への投与を目的とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項１０】
　前記薬物が移植片に関連した創傷、移植片ドナー部位又は移植片レシピエント部位への
投与を目的とする、請求項９に記載の使用。
【請求項１１】
　前記外科的創傷が瘢痕修正又はＺ形成術に関連する、請求項９に記載の使用。
【請求項１２】
　前記瘢痕修正が病理学的瘢痕の修正である、請求項１１に記載の使用。
【請求項１３】
　前記薬物が熱傷創への投与を目的とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の使用
。
【請求項１４】
　前記薬物が慢性創傷への投与を目的とする、請求項１～１３のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項１５】
　前記創傷が、顔、首、手又は関節に存在する、請求項１～１４のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項１６】
　前記創傷が病的瘢痕を形成するリスクが高い、請求項１～１５のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項１７】
　前記創傷が慢性瘢痕を形成するリスクが高い、請求項１～１６のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項１８】
　前記薬物が、一次治癒を目的とした創傷治癒へ使用される、請求項１～１７のいずれか
１項に記載の使用。
【請求項１９】
　前記薬物が、二次治癒を目的とした創傷治癒へ使用される、請求項１～１７のいずれか
１項に記載の使用。
【請求項２０】
　前記薬物が、自然に生じる炎症反応を維持することが望ましい創傷での使用を目的とす
る、請求項１～１９のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２１】
　前記薬物が腹膜傷創への投与を目的とする、請求項１～７、請求項９～１４、または請
求項１６～２０のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２２】
　前記ペプチドが環化している、請求項１～２１のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２３】
　前記ペプチドが安定化している、請求項１～２２のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２４】
　前記ペプチドのアミノ末端のアミノ酸残基がアシル化されている、請求項１～２３のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項２５】
　前記カルボキシ末端のアミノ酸残基がアミド化されている、請求項１～２４のいずれか
１項に記載の使用。
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